
合計

15時間 30分
以上19時間
22分30秒未
満

19時間22分
30秒以上23
時間15分未
満

23時間15分
以上27時間
7分 30 秒未
満

27時間 7分
30秒以上29
時間 3分 45
秒未満

29時間 3分
45秒以上31
時間以下

市 0 0 0 0 0 0

町村 0 0 0 0 0 0

一部事務組合等 0 0 0 0 0 0

計 0 0 0 0 0 0

15時間30分
以上19時間
22分30秒未
満

19時間22分
30秒以上23
時間15分未
満

23時間15分
以上27時間
7分 30 秒未
満

27時間 7分
30秒以上29
時間 3分 45
秒未満

29時間 3分
45秒以上31
時間以下

市 2,915 1,478 1,437 13 82 791 13 538

町村 144 70 74 5 1 21 0 47

一部事務組合等 207 73 134 2 3 49 2 78

計 3,266 1,621 1,645 20 86 861 15 663

令和５年度(令和５年４月１日から令和６年３月３１日までの間)に、
採用した定年前再任用短時間勤務職員数

６　再任用、退職、役職定年

（１）再任用制度実施状況

①　定年前再任用短時間勤務職員数

　令和５年度（令和５年４月１日から令和６年３月３１日）における、県内市町村及び一部事務
組合等の再任用制度の実施状況、退職の状況及び役職定年制の実施状況は、以下のとおりであ
る。

団体区分

定年前再任用短時間勤務職員

令和５年度(令和５年４月１日から令和６年３月３１日までの間)に、採用又は任期更新した
暫定再任用職員数

②　暫定再任用職員数

団体区分

合計

暫定再任用職員数

フルタイ
ム勤務職

員

短時間勤務職員



団体区分 区分※ 合計 10万円未満
10万円以上
12万円未満

12万円以上
14万円未満

14万円以上
16万円未満

16万円以上
18万円未満

18万円以上
20万円未満

20万円以上
22万円未満

定年前 0 0 0 0 0 0 0 0

暫定常 1,478 0 0 0 0 0 2 74

暫定短 1,437 0 13 136 727 156 40 288

定年前 0 0 0 0 0 0 0 0

暫定常 70 0 0 0 0 0 13 6

暫定短 74 0 5 2 25 11 0 21

定年前 0 0 0 0 0 0 0 0

暫定常 1,548 0 0 0 0 0 15 80

暫定短 1,511 0 18 138 752 167 40 309

定年前 0 0 0 0 0 0 0 0

暫定常 73 0 0 0 0 0 9 8

暫定短 134 0 2 22 36 19 30 19

定年前 0 0 0 0 0 0 0 0

暫定常 1,621 0 0 0 0 0 24 88

暫定短 1,645 0 20 160 788 186 70 328

団体区分 区分※
22万円以上
24万円未満

24万円以上
26万円未満

26万円以上
28万円未満

28万円以上
30万円未満

30万円以上
32万円未満

32万円以上
34万円未満

34万円以上
36万円未満

36万円以上

定年前 0 0 0 0 0 0 0 0

暫定常 282 671 269 95 49 0 16 20

暫定短 68 6 3 0 0 0 0 0

定年前 0 0 0 0 0 0 0 0

暫定常 0 32 13 6 0 0 0 0

暫定短 10 0 0 0 0 0 0 0

定年前 0 0 0 0 0 0 0 0

暫定常 282 703 282 101 49 0 16 20

暫定短 78 6 3 0 0 0 0 0

定年前 0 0 0 0 0 0 0 0

暫定常 2 20 17 13 1 0 2 1

暫定短 6 0 0 0 0 0 0 0

定年前 0 0 0 0 0 0 0 0

暫定常 284 723 299 114 50 0 18 21

暫定短 84 6 3 0 0 0 0 0

③　再任用職員の給料月額

市

町村

市町村計

一部事務組合
等

市町村・一部
事務組合等合

計

※　定年前…定年前再任用短時間勤務職員、暫定常…暫定再任用職員（フルタイム）、
　　暫定短…暫定再任用職員（短時間）

市

町村

市町村計

一部事務組合
等

市町村・一部
事務組合等合

計



企
画
立
案

広
報
・
広
聴

人
事
管
理

庶
務

予
算
・
会
計

契
約
・
財
産
管
理

文
書
・
法
務

調
査
・
統
計

情
報
処
理

指
導
・
監
督

窓
口
・
相
談

許
認
可
各
種
手
続

用
地

収
納
等
事
務

定年前 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

暫定常 17 6 5 106 7 15 1 1 2 29 119 24 5 6

暫定短 6 3 2 97 5 16 4 6 1 15 164 27 2 9

定年前 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

暫定常 3 0 1 5 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0

暫定短 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 3 0 0 2

定年前 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

暫定常 20 6 6 111 10 17 1 1 2 29 119 24 6 6

暫定短 6 3 2 98 5 17 4 7 1 15 167 27 2 11

定年前 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

暫定常 1 0 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

暫定短 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0

定年前 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

暫定常 21 6 10 114 11 17 1 1 2 29 119 24 6 7

暫定短 7 3 2 99 6 17 4 7 1 15 168 27 2 11

事務

そ
の
他
事
務

土
木

農
林
水
産
畜
産

農
業
等
改
良
普
及
員

機
械
・
電
気

そ
の
他
技
術

税
務

船
員

各
種
研
究

看
護
師
准
看
護
師

保
健
師
助
産
師

栄
養
士
医
療
技
師

そ
の
他
医
療

保
育
士
保
育
業
務

定年前 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

暫定常 193 58 8 0 5 35 29 0 0 22 9 33 10 47

暫定短 289 58 5 1 5 51 22 0 0 13 14 20 4 126

定年前 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

暫定常 26 2 1 0 0 1 1 0 0 3 0 1 4 3

暫定短 34 4 0 0 0 0 4 0 0 0 2 1 0 5

定年前 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

暫定常 219 60 9 0 5 36 30 0 0 25 9 34 14 50

暫定短 323 62 5 1 5 51 26 0 0 13 16 21 4 131

定年前 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

暫定常 11 0 1 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0

暫定短 7 0 0 0 0 2 0 0 0 22 0 10 0 0

定年前 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

暫定常 230 60 10 0 6 39 30 0 0 26 9 34 14 50

暫定短 330 62 5 1 5 53 26 0 0 35 16 31 4 131

※　定年前…定年前再任用短時間勤務職員、暫定常…暫定再任用職員（フルタイム）、

④　再任用職員の職務内容（その１）

税務職 研究職 医療職 福祉職

　　暫定短…暫定再任用職員（短時間）

団体区分

区
　
　
分
　
※

一　般　行　政　職

事　務

団体区分

区
　
　
分
　
※

海自職
技　術

市

町村

市町村計

一部事務組合等

市町村・一部
事務組合等合計

市

町村

市町村計

一部事務組合等

一　般　行　政　職

市町村・一部
事務組合等合計



介
護
員
介
護
業
務

生
活
、

作
業
等
指
導
員

そ
の
他
福
祉
・
介
護

消
防
長

そ
の
他
消
防

事
務

そ
の
他
企
業

守
衛
・
巡
視

清
掃
員

用
務
員
労
務
作
業
員

自
動
車
運
転
手

製
作
・
修
理
・
加
工

機
械
操
作
保
守
・
管
理

調
理
員

定年前 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

暫定常 0 2 10 0 89 13 40 16 71 145 25 0 17 66

暫定短 1 4 17 0 198 14 32 15 22 42 13 0 5 35

定年前 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

暫定常 0 0 0 0 2 3 2 0 0 4 0 0 0 1

暫定短 0 0 0 0 0 2 1 0 0 5 0 0 0 5

定年前 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

暫定常 0 2 10 0 91 16 42 16 71 149 25 0 17 67

暫定短 1 4 17 0 198 16 33 15 22 47 13 0 5 40

定年前 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

暫定常 0 0 0 0 4 15 14 0 12 0 1 0 0 0

暫定短 0 0 0 0 63 7 15 0 4 0 0 0 0 0

定年前 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

暫定常 0 2 10 0 95 31 56 16 83 149 26 0 17 67

暫定短 1 4 17 0 261 23 48 15 26 47 13 0 5 40

そ
の
他
技
能

校
長
・
副
校
長
・
教
頭

教
諭

そ
の
他
教
育

警
察
官

定年前 0 0 0 0 0

暫定常 18 18 149 7 0

暫定短 6 0 55 13 0

定年前 0 0 0 0 0

暫定常 0 0 0 1 0

暫定短 1 0 1 1 0

定年前 0 0 0 0 0

暫定常 18 18 149 8 0

暫定短 7 0 56 14 0

定年前 0 0 0 0 0

暫定常 0 0 0 0 0

暫定短 0 0 0 0 0

定年前 0 0 0 0 0

暫定常 18 18 149 8 0

暫定短 7 0 56 14 0

※　定年前…定年前再任用短時間勤務職員、暫定常…暫定再任用職員（フルタイム）、

　　暫定短…暫定再任用職員（短時間）

0

0

0

0

0

町村

市町村計

一部事務組合等

市町村・一部
事務組合等合計

市

町村

市町村計

一部事務組合等

市町村・一部
事務組合等合計

団体区分

区
　
　
分
　
※

1,645

1,621

134

73

合
計

1,478

1,437

70

74

1,548

1,511

技能労務
職 教育職 警察官

市

企業職 技能労務職

⑤　再任用職員の職務内容（その２）

団体区分

区
　
　
分
　
※

福祉職 消防職



定年前再任
用短時間勤

務職員

合計 管理職
課長補
佐相当

職

係長相
当職

その他 合計 管理職
課長補
佐相当

職

係長相
当職

その他 合計

管理職 0 49 17 103 205 374 3 6 29 389 427

課長補佐相当職 0 0 2 14 81 97 0 0 11 115 126

係長相当職 0 0 0 9 116 125 0 0 18 116 134

その他 0 5 0 0 41 46 0 0 0 79 79

合計 0 54 19 126 443 642 3 6 58 699 766

管理職 0 0 2 4 26 32 0 0 23 3 26

課長補佐相当職 0 0 0 0 4 4 0 0 2 3 5

係長相当職 0 0 0 0 5 5 0 0 3 5 8

その他 0 0 0 0 4 4 0 0 0 7 7

合計 0 0 2 4 39 45 0 0 28 18 46

管理職 0 49 19 107 231 406 3 6 52 392 453

課長補佐相当職 0 0 2 14 85 101 0 0 13 118 131

係長相当職 0 0 0 9 121 130 0 0 21 121 142

その他 0 5 0 0 45 50 0 0 0 86 86

合計 0 54 21 130 482 687 3 6 86 717 812

管理職 0 2 1 7 9 19 0 0 0 9 9

課長補佐相当職 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4

係長相当職 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0

その他 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0

合計 0 2 1 9 14 26 0 0 0 13 13

管理職 0 51 20 114 240 425 3 6 52 401 462

課長補佐相当職 0 0 2 14 85 101 0 0 13 122 135

係長相当職 0 0 0 11 122 133 0 0 21 121 142

その他 0 5 0 0 49 54 0 0 0 86 86

合計 0 56 22 139 496 713 3 6 86 730 825

　しない者 

⑥　再任用職員の職位

団体区分
定年退職時等
における職位

暫定再任用職員（フルタイム） 暫定再任用職員（短時間）

市町村・
一部

事務組合
等合計

町村

市町村計

一部事務
組合等

市

※令和５年度に一般行政職として再任用された職員に関する数

※管理職：課長相当職以上の者

※課長補佐相当職：課長補佐又は課長補佐と同等の職位の職以上で「管理職」に該当しない者

※係長相当職：係長又は係長と同等の職位の職以上で「管理職」及び「課長補佐相当職」に該当

※その他：「管理職」、「課長補佐相当職」及び「係長相当職」のいずれにも該当しない職の者



合計 新規 その他 合計 新規 任期更新 その他

市 103 103 0 1,092 5 1,083 4

町村 10 10 0 55 0 55 0

市町村計 113 113 0 1,147 5 1,138 4

一部事務組合
等 9 9 0 63 0 61 2

市町村・一部
事務組合等合

計
122 122 0 1,210 5 1,199 6

合計 新規 任期更新 その他

市 1,116 16 1,090 10 5 107 567 9 428

町村 63 0 62 1 3 0 21 1 38

市町村計 1,179 16 1,152 11 8 107 588 10 466

一部事務組合
等 102 3 94 5 0 2 34 2 64

市町村・一部
事務組合等合

計
1,281 19 1,246 16 8 109 622 12 530

⑦　再任用職員の在職状況

27 時間 7分
30秒以上29
時間 3分 45
秒未満

29時間 3分
45秒以上31
時間以下

2,613

団体区分

再任用職員数

暫定再任用職員（フルタイム）

2,311

128

2,439

定年前再任用短時間勤務職員

団体区分

　再任用職員数

暫定再任用職員（短時間）

23時間15分
以上27時間
7分 30 秒未
満

※令和６年４月１日時点における新規採用及び任期更新された再任用職員数

※その他は、令和5年4月2日から令和6年3月31日までの間に再任用され、令和6年4月1日
  時点で引き続き在職している者

15時間30分
以上19時間
22分30秒未

満

19時間22分
30秒以上23
時間15分未

満

合 計

174



団体区分 合計
定年
退職

早期
退職

勧奨
退職

普通
退職

分限
免職

懲戒
免職

失職
死亡
退職

市 1,884 13 125 116 1,588 1 11 0 30

町村 158 2 0 22 130 3 0 0 1

市町村計 2,042 15 125 138 1,718 4 11 0 31

一部事務組合等 230 3 3 8 214 0 0 0 2

市町村・一部事
務組合等合計

2,272 18 128 146 1,932 4 11 0 33

うち、改
正法附則
第5条・第
7条

市 1,009 770 445 234 7 1 15 3 1

町村 56 38 22 12 0 0 1 1 0

市町村計 1,065 808 467 246 7 1 16 4 1

一部事務組合等 77 53 12 33 0 0 3 1 0

市町村・一部事
務組合等合計 1,142 861 479 279 7 1 19 5 1

うち特定地
方独立行政
法人

うち出資
あり

うち出資
あり

市 0 0 0 45 26 20 3 0 239

町村 0 0 0 2 0 0 0 0 18

市町村計 0 0 0 47 26 20 3 0 257

一部事務組合等 0 0 0 1 0 2 0 1 24

市町村・一部事
務組合等合計 0 0 0 48 26 22 3 1 281

当該団体以外に再就職した者

再就職した者
再就職
しない
者又は
不明で
ある者

再就職した者

当該団体内に再就職した者
当該団体以外に
再就職した者

改正法
附則第4
条第1項

改正法
附則第6
条第1項

法第3条
第3項第
3号

法第22
条の3第
1項・第4
項

その他
他の地
方公共
団体等

（２）退職状況（令和５年度）

①　離職事由別離職者数

地方独
立行政
法人

地方
三公社

②　定年退職者の再就職状況

団体区分

非営利
法人

営利
法人

自営業

団体区分

令和４
年度定
年退職
者数

合計



うち、改
正法附則
第5条・第
7条

市 118 9 0 0 0 0 5 1 0

町村 11 2 0 0 0 0 1 0 0

市町村計 129 11 0 0 0 0 6 1 0

一部事務組合等 15 5 0 0 0 0 3 1 0

市町村・一部事
務組合等合計 144 16 0 0 0 0 9 2 0

うち特定地
方独立行政
法人

うち出資
あり

うち出資
あり

市 0 0 0 1 0 2 0 0 109

町村 0 0 0 0 0 1 0 0 9

市町村計 0 0 0 1 0 3 0 0 118

一部事務組合等 0 0 0 0 0 1 0 0 10

市町村・一部事
務組合等合計 0 0 0 1 0 4 0 0 128

61歳 62歳 63歳 64歳
65歳
以上

市 1 0 1 0 11

町村 1 0 0 0 1

市町村計 2 0 1 0 12

一部事務組合等 0 0 0 0 3

市町村・一部事
務組合等合計 2 0 1 0 15

再就職
しない
者又は
不明で
ある者

当該団体以外に再就職した者

他の地
方公共
団体等

非営利
法人

③　勧奨退職者の再就職状況

団体区分

令和４
年度勧
奨退職
者数

合計

再就職した者

当該団体内に再就職した者
当該団体以外に
再就職した者

改正法
附則第4
条第1項

改正法
附則第6
条第1項

法第3条
第3項第
3号

法第22
条の3第
1項・第4
項

その他

18

④　定年退職者の年齢

団体区分 合計

13

2

15

3

定年退職した者の退職時の年齢

団体区分
地方独
立行政
法人

地方
三公社

再就職した者

営利
法人

自営業



～
20
歳

21
歳

22
歳

23
歳

24
歳

25
歳

26
歳

27
歳

28
歳

29
歳

30
歳

31
歳

32
歳

33
歳

市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

町村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

市町村計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

一部事務組合等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

市町村・一部事
務組合等合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34
歳

35
歳

36
歳

37
歳

38
歳

39
歳

40
歳

41
歳

42
歳

43
歳

44
歳

45
歳

46
歳

47
歳

48
歳

49
歳

市 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 2

町村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

市町村計 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 2 2

一部事務組合等 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

市町村・一部事
務組合等合計 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 3 2 2

50
歳

51
歳

52
歳

53
歳

54
歳

55
歳

56
歳

57
歳

58
歳

59
歳

60
歳

61
歳

62
歳

63
歳

64
歳

65
歳
～

市 10 6 10 12 8 15 13 10 8 13 2 0 0 0 0 0

町村 1 2 1 2 1 3 1 1 6 3 0 0 0 0 0 0

市町村計 11 8 11 14 9 18 14 11 14 16 2 0 0 0 0 0

一部事務組合等 0 1 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0

市町村・一部事
務組合等合計 11 9 11 14 9 19 14 11 16 18 2 0 0 0 0 0

⑤　勧奨退職者の年齢

勧奨退職した者の退職時の年齢

勧奨退職した者の退職時の年齢

団体区分

8

146

勧奨退職した者の退職時の年齢

団体区分

合計

116

22

138

団体区分



～
20
歳

21
歳

22
歳

23
歳

24
歳

25
歳

26
歳

27
歳

28
歳

29
歳

30
歳

31
歳

32
歳

33
歳

市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

町村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

市町村計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

一部事務組合等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

市町村・一部事
務組合等合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34
歳

35
歳

36
歳

37
歳

38
歳

39
歳

40
歳

41
歳

42
歳

43
歳

44
歳

45
歳

46
歳

47
歳

48
歳

49
歳

市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 2 4 4

町村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

市町村計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 2 4 4

一部事務組合等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

市町村・一部事
務組合等合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 2 4 4

50
歳

51
歳

52
歳

53
歳

54
歳

55
歳

56
歳

57
歳

58
歳

59
歳

60
歳

61
歳

62
歳

63
歳

64
歳

65
歳
～

市 6 4 9 8 13 11 12 9 12 22 0 0 0 0 0 0

町村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

市町村計 6 4 9 8 13 11 12 9 12 22 0 0 0 0 0 0

一部事務組合等 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

市町村・一部事
務組合等合計 6 4 9 9 13 11 12 9 13 22 0 0 0 0 0 0

⑥　早期退職募集制度による退職者の年齢

団体区分

早期退職募集制度により退職した者の退職時の年齢

団体区分 合計

早期退職募集制度により退職した者の退職時の年齢

125

0

125

3

128

団体区分

早期退職募集制度により退職した者の退職時の年齢



～
20
歳

21
歳

22
歳

23
歳

24
歳

25
歳

26
歳

27
歳

28
歳

29
歳

30
歳

31
歳

32
歳

33
歳

市 8 10 20 22 41 44 49 49 71 61 52 56 35 42

町村 1 2 2 4 7 3 2 4 8 2 4 5 3 1

市町村計 9 12 22 26 48 47 51 53 79 63 56 61 38 43

一部事務組合等 1 4 3 3 16 11 7 11 9 7 2 7 3 8

市町村・一部事
務組合等合計 10 16 25 29 64 58 58 64 88 70 58 68 41 51

34
歳

35
歳

36
歳

37
歳

38
歳

39
歳

40
歳

41
歳

42
歳

43
歳

44
歳

45
歳

46
歳

47
歳

48
歳

49
歳

市 36 38 31 29 25 29 23 18 22 13 10 16 9 5 17 8

町村 4 3 1 0 2 1 3 1 0 1 0 1 5 0 2 2

市町村計 40 41 32 29 27 30 26 19 22 14 10 17 14 5 19 10

一部事務組合等 5 4 3 3 4 1 4 1 4 2 1 1 2 4 3 3

市町村・一部事
務組合等合計 45 45 35 32 31 31 30 20 26 16 11 18 16 9 22 13

50
歳

51
歳

52
歳

53
歳

54
歳

55
歳

56
歳

57
歳

58
歳

59
歳

60
歳

61
歳

62
歳

63
歳

64
歳

65
歳
～

市 7 14 10 7 7 6 9 12 10 13 258 7 1 3 2 18

町村 0 1 0 2 1 0 1 0 2 1 21 1 3 1 0 0

市町村計 7 15 10 9 8 6 10 12 12 14 279 8 4 4 2 18

一部事務組合等 2 3 2 3 1 3 1 1 0 1 29 2 1 2 2 0

市町村・一部事
務組合等合計 9 18 12 12 9 9 11 13 12 15 308 10 5 6 4 18

団体区分

普通退職（在職期間の通算を伴う退職等を除く）した者の退職時の年齢

⑦　普通退職者（在職期間の通算を伴う退職者等を除く）の年齢

団体区分 合計

普通退職（在職期間の通算を伴う退職等を除く）した者の退職時の年齢

1,273

108

1,381

190

1,571

団体区分

普通退職（在職期間の通算を伴う退職等を除く）した者の退職時の年齢



勤務延長
型

異動可能
型

定年前再
任用短時
間勤務職

員

左記以外

市 590 389 3 0 3 31 53 6 105

町村 29 19 0 0 2 0 6 0 2

市町村計 619 408 3 0 5 31 59 6 107

一部事務組合等 54 33 0 0 0 0 7 0 14

市町村・一部事
務組合等合計

673 441 3 0 5 31 66 6 121

定年前再
任用短時
間勤務職

員

左記以外

市 428 330 50 2 46

町村 23 17 4 0 2

市町村計 451 347 54 2 48

一部事務組合等 28 15 2 1 10

市町村・一部事
務組合等合計

479 362 56 3 58

①　60歳に達した者の異動・退職等の状況

団体区分

管理監督職※を占める職員

（３）役職定年制実施状況（令和５年度）

団体区分

合計
非管理職
への異動

役降り上
限年齢が
60歳超の
管理監督
職に任用
されてい
る（異動
期間が発
生してい
ない）

役降り上
限年齢が
高い官職
に異動

特例任用 当該団体に採用

当該団体
以外に再
就職、無
職、不明

等

合計 常勤職員

当該団体に採用

当該団体
以外に再
就職、無
職、不明

等

管理監督職を占める職員以外の職員

※地方公務員法第28条の２第１項に規定する職を指す



団体区分
管理監督職勤務上
限年齢による降任
等前における職位

合計
課長補佐相当

職
係長相当職 その他の職員

部（局）長相当職 103 8 76 19

課長相当職 104 10 77 17

課長補佐相当職 60 3 45 12

その他の職員 3 0 3 0

合計 270 21 201 48

部（局）長相当職 0 0 0 0

課長相当職 10 2 6 2

課長補佐相当職 6 4 2 0

その他の職員 0 0 0 0

合計 16 6 8 2

部（局）長相当職 103 8 76 19

課長相当職 114 12 83 19

課長補佐相当職 66 7 47 12

その他の職員 3 0 3 0

合計 286 27 209 50

部（局）長相当職 0 0 0 0

課長相当職 2 0 2 0

課長補佐相当職 0 0 0 0

その他の職員 0 0 0 0

合計 2 0 2 0

部（局）長相当職 103 8 76 19

課長相当職 116 12 85 19

課長補佐相当職 66 7 47 12

その他の職員 3 0 3 0

合計 288 27 211 50

豊富な知識・
経験・技能を
必要とする

（特命）業務

技能・技術の
継承を行う業

務

通常業務周辺
のサポート業

務

市 270 120 150 7 88 55

町村 16 12 4 4 0 0

市町村計 286 132 154 11 88 55

一部事務組合等 2 2 0 0 0 0

市町村・一部
事務組合等合計 288 134 154 11 88 55

左記以外の業務（スタッフ業務等）

※令和6年4月1日時点（一般行政職のみ　令和5年度に60歳に達した者が対象）

※令和6年4月1日時点（一般行政職のみ　令和5年度に60歳に達した者が対象）

②　管理監督職勤務上限年齢による降任等後の職位の状況

市

町村

市町村計

一部事務組合等

市町村・一部
事務組合等合計

③　管理監督職勤務上限年齢による降任等後の職務内容

団体区分 合計
現役職員と同
様のライン業

務


